
 
 
 

京都市訓令甲第   号 

会  計  室 

京都市会計管理者等専決規程の一部を次のように改正する。 

令和８年３月３１日 

京都市長  松 井 孝 治 

別表会計室長の項第１９号中「及び手数料」を「、手数料その他諸収入」に改める。 

別表次長の項第１３号を次のように改める。 

⒀ １件２，０００，０００円以下又は供給量１０万立方メートル未満のガスの需給契

約及び１件２，０００，０００円以下又は契約電力５０キロワット未満の電気の需給

契約に関すること。ただし、随意契約に限る。 

別表次長の項第１７号中「及び手数料」を「、手数料その他諸収入」に改め、同項第２

１号中「１，０００，０００円」を「２，０００，０００円」に改める。 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 
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